
世田谷区教育委員会告示第５号 

 世田谷区教育委員会会計年度任用職員の報酬の額に関する規程（令和２年４月１日

世田谷区教育委員会告示第１号）の一部を次のように改正する。 

    令和８年３月２７日 

             世田谷区教育委員会 
        
 本則の表を次のように改める。  

職名 
額の種

別 
（１）報酬の額 

（２）地域手当に

相当する報酬 

（１）及び（２）

の合計額 

インクルーシブ教育

支援員 

月額 １８９，９４２円

から１９４，４３

８円までの額 

３７，９８８円か

ら３８，８８７円

までの額 

２２７，９３０円

から２３３，３２

５円までの額 

心理教育相談員 月額 ２１８，１３０円

から２２３，００

８円までの額 

４３，６２６円か

ら４４，６０１円

までの額 

２６１，７５６円

から２６７，６０

９円までの額 

教育相談員 月額 ２０６，４００円 ４１，２８０円 ２４７，６８０円 

伝統工芸指導員 月額 １１８，７１４円 ２３，７４２円 １４２，４５６円 

河口湖林間学園管理

補助員 

月額 １７３，５６６円  １７３，５６６円 

学校給食栄養管理嘱

託員 

月額 １９７，５７４円 ３９，５１４円 ２３７，０８８円 

学校給食栄養管理嘱

託員（指導員） 

月額 １２０，７３９円 ２４，１４７円 １４４，８８６円 

就学相談員 月額 ２０６，４００円 ４１，２８０円 ２４７，６８０円 

特別支援学級支援員 月額 １７０，０４７円 ３４，００９円 ２０４，０５６円 

図書館嘱託員 月額 ８５，５２９円か

ら１７９，６５７

円までの額 

１７，１０５円か

ら３５，９３１円

までの額 

１０２，６３４円

から２１５，５８

８円までの額 

図書館業務員 月額 ５４，９６７円か

ら９１，６１２円

１０，９９３円か

ら１８，３２２円

６５，９６０円か

ら１０９，９３４



までの額 までの額 円までの額 

学校警備嘱託員 月額 １６５，５４４円

から１６７，７１

５円までの額 

３３，１０８円か

ら３３，５４３円

までの額 

１９８，６５２円

から２０１，２５

８円までの額 

学校業務嘱託員 月額 １０４，８５７円

から１６７，７７

１円までの額 

２０，９７１円か

ら３３，５５４円

までの額 

１２５，８２８円

から２０１，３２

５円までの額 

幼稚園業務嘱託員 月額 ９３，２９０円か

ら１０１，０６４

円までの額 

１８，６５８円か

ら２０，２１２円

までの額 

１１１，９４８円

から１２１，２７

６円までの額 

教育支援スクールソ

ーシャルワーカー 

月額 １９４，７５２円

から２１５，６１

９円までの額 

３８，９５０円か

ら４３，１２３円

までの額 

２３３，７０２円

から２５８，７４

２円までの額 

学芸研究員 月額 １８９，９４２円

から１９３，５２

３円までの額 

３７，９８８円か

ら３８，７０４円

までの額 

２２７，９３０円

から２３２，２２

７円までの額 

社会教育指導員 月額 １９７，９４２円

から２０２，２０

９円までの額 

３９，５８８円か

ら４０，４４１円

までの額 

２３７，５３０円

から２４２，６５

０円までの額 

学校給食栄養管理補

助員 

月額 ９０，６１７円か

ら１２６，８６４

円までの額 

１８１２３円から

２５，３７２円ま

での額 

１０８，７４０円

から１５２，２３

６円までの額 

時間額 １，５１０円 ３０２円 １，８１２円 

学校給食事務補助員 月額 ７８，５２５円 １５，７０５円 ９４，２３０円 

非常勤講師 時間額 １，７９１円から

２，４３９円まで

の額 

３５８円から４８

７円までの額 

２，１４９円から

２，９２６円まで

の額 

学校警備補助員 日額 ２，６１１円から

２５，７８７円ま

５２２円から 

５，１５７円まで

３，１３３円から

３０，９４４円ま



での額 の額 での額 

学校業務補助員 月額 ７８，３４１円か

ら１６１，９０４

円までの額 

１５，６６８円か

ら３２，３８０円

までの額 

９４，００９円か

ら１９４，２８４

円までの額 

幼稚園業務補助員 月額 ９１，３９７円 １８，２７９円 １０９，６７６円 

学校事務アシスタン

ト 

月額 ７８，５２５円か

ら１２５，６４０

円までの額 

１５，７０５円か

ら２５，１２８円

までの額 

９４，２３０円か

ら１５０，７６８

円までの額 

時間額 １，３０８円 ２６１円 １，５６９円 

学校事務嘱託員 月額 ９９，７８４円か

ら１５９，６５５

円までの額 

１９，９５６円か

ら３１，９３１円

までの額 

１１９，７４０円

から１９１，５８

６円までの額 

学びの多様化学校

（不登校特例校）分

教室養護教諭 

月額 １３３，７６７円 ２６，７５３円 １６０，５２０円 

教育相談専門指導員 月額 １１７，５６１円

から２８１，６２

０円までの額 

２３，５１２円か

ら５６，３２４円

までの額 

１４１，０７３円

から３３７，９４

４円までの額 

主任教育相談員 月額 ２３１，１６１円 ４６，２３２円 ２７７，３９３円 

スクールソーシャル

ワーカー 

月額 ２１５，６１７円

から２２０，５７

０円までの額 

４３，１２３円か

ら４４，１１４円

までの額 

２５８，７４０円

から２６４，６８

４円までの額 

ほっとスクール指導

員 

月額 １９７，９４２円

から２０２，２０

９円までの額 

３９，５８８円か

ら４０，４４１円

までの額 

２３７，５３０円

から２４２，６５

０円までの額 

自然教育指導員 月額 １８９，９４２円 ３７，９８８円 ２２７，９３０円 

幼稚園・認定こども

園事務補助員 

月額 ５２，３５０円 １０，４７０円 ６２，８２０円 

幼稚園・認定こども 月額 ５６，１５４円か １１，２３０円か６７，３８４円か



園補助員（介助） ら１２１，６６８

円までの額 

ら２４，３３３円

までの額 

ら１４６，００１

円までの額 

認定こども園保育員 月額 １５０，５３２円 ３０，１０６円 １８０，６３８円 

認定こども園嘱託介

助員 

月額 １７１，５６１円 ３４，３１２円 ２０５，８７３円 

幼稚園教育嘱託員 月額 ７３，５２６円か

ら１３４，０３２

円までの額 

１４，７０５円か

ら２６，８０６円

までの額 

８８，２３１円か

ら１６０，８３８

円までの額 

教育支援嘱託員 月額 １６９，４４７円

から２０９，７５

２円までの額 

３３，８８９円か

ら４１，９５０円

までの額 

２０３，３３６円

から２５１，７０

２円までの額 

養護教諭（代替） 月額 １３３，７６７円 ２６，７５３円 １６０，５２０円 

学校医療的ケア看護

師 

月額 ２６，３８６円か

ら２０７，７９３

円までの額 

５，２７７円から

４１，５５８円ま

での額 

３１，６６３円か

ら２４９，３５１

円までの額 

スクール・サポー

ト・スタッフ 

月額 ９１，６１２円か

ら１２５，６４０

円までの額 

１８，３２２円か

ら２５，１２８円

までの額 

１０９，９３４円

から１５０，７６

８円までの額 

歴史専門調査員 月額 １９７，９４２円

から２０２，２０

９円までの額 

３９，５８８円か

ら４０，４４１円

までの額 

２３７，５３０円

から２４２，６５

０円までの額 

新ＢＯＰ事務局長 月額 １９２，４４２円 ３８，４８８円 ２３０，９３０円 

就学援助費・就学奨

励費事務補助員 

月額 ７８，５２５円か

ら９１，６１２円

までの額 

１５，７０５円か

ら１８，３２２円

までの額 

９４，２３０円か

ら１０９，９３４

円までの額 

就学事務補助員 月額 １０４，７００円 ２０，９４０円 １２５，６４０円 

教育指導課事務補助

員 

月額 １１１，２４４円 ２２，２４８円 １３３，４９２円 

日勤講師 月額 ２０９，６９１円 ４１，９３８円か２５１，６２９円



から２８７，８６

１円までの額 

ら５７，５７２円

までの額 

から３４５，４３

３円までの額 

副校長補佐 月額 １２０，２３３円

から１４７，０５

２円までの額 

２４，０４６円か

ら２９，４１０円

までの額 

１４４，２７９円

から１７６，４６

２円までの額 

学級経営支援教員 月額 ２００，７３９円 ４０，１４７円 ２４０，８８６円 

三宿中学校夜間学級

支援教員 

月額 ２０９，６９１円 ４１，９３８円 ２５１，６２９円 

インクルーシブ教育

支援相談員 

月額 ２４７，６０２円 ４９，５２０円 ２９７，１２２円 

インクルーシブ教育

支援スクールソーシ

ャルワーカー 

月額 ２５５，０５７円 ５１，０１１円 ３０６，０６８円 

備考 地域手当に相当する報酬とは、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例（令和元年１０月世田谷区条例第２１号）第７条の地域手当に相当する報酬を

いう。 

附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 


